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著
し
く
重
度
の
障
害
の
状
態
に
あ
る
た
め
、

日
常
生
活
に
お
い
て
常
時
特
別
の
介
護
を

必
要
と
す
る
者
。（
施
設
に
入
所
中
の
方
、

継
続
し
て
３
ヶ
月
を
超
え
て
入
院
し
て
い
る

方
は
対
象
に
な
り
ま
せ
ん
。）

【
手
当
月
額
】
２
６
，
６
２
０
円

 

障
害
児
福
祉
手
当

【
対
象
】
在
宅
で
20
歳
未
満
の
者
で
あ
っ
て
、

著
し
く
重
度
の
障
害
の
状
態
に
あ
る
た
め
、

日
常
生
活
に
お
い
て
、
常
時
の
介
護
を
必

要
と
す
る
者
。（
障
害
を
事
由
と
す
る
年

金
を
受
給
し
て
い
る
方
、
施
設
に
入
所
し

て
い
る
方
は
対
象
に
な
り
ま
せ
ん
。）

【
手
当
月
額
】
１
４
，
４
８
０
円

【
申
請
方
法
】
医
師
の
診
断
書
・
そ
の
他
書
類

を
添
付
し
て
申
請
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
詳

細
は
、
障
が
い
福
祉
課
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。

　
う
る
ま
市
内
の
障
が
い
児
通
所
支
援
事

業
所
（
児
童
発
達
支
援
・
放
課
後
等
デ
イ

サ
ー
ビ
ス
等
）
を
利
用
し
て
い
る
児
童
の

作
品
展
示
・
活
動
紹
介
や
ス
テ
ー
ジ
発
表

と
、
障
が
い
児
を
支
え
る
地
域
、
市
民
へ

の
障
が
い
児
に
対
す
る
理
解
を
深
め
る
啓

発
を
兼
ね
た
講
演
会
を
行
い
ま
す
。

【
と
き
】
９
月
６
日
（
日
）　
午
前
10
時
～
午
後
４
時

【
と
こ
ろ
】
石
川
保
健
相
談
セ
ン
タ
ー

 

１
階
及
び
２
階
ホ
ー
ル

　

　
独
立
行
政
法
人
自
動
車
事
故
対
策
機
構

（
ナ
ス
バ
）
で
は
、
自
動
車
事
故
が
原
因
で
、

脳
、
脊
髄
ま
た
は
胸
腹
部
を
損
傷
し
、
重

度
の
障
害
を
持
つ
た
め
、
日
常
生
活
動
作
に

つ
い
て
常
時
ま
た
は
随
時
介
護
が
必
要
な
方

に
対
し
て
、
介
護
料
を
支
給
し
て
い
ま
す
。

【
介
護
料
支
給
額
】

２
９
，
２
９
０
円
～
１
３
６
，
８
８
０
円

　
ま
た
、
自
動
車
事
故
が
原
因
で
保
護
者

の
方
が
亡
く
な
っ
た
、
ま
た
は
重
度
の
障

害
を
残
す
こ
と
に
な
っ
た
た
め
に
生
活
が
困

窮
し
て
い
る
ご
家
庭
の
お
子
様
（
中
学
卒

業
ま
で
）
に
対
し
て
、
育
成
資
金
の
無
利

子
貸
付
を
行
っ
て
い
ま
す
。

【
貸
付
金
の
一
時
金
】

・
１
５
５
，
０
０
０
円
（
初
回
の
み
）

【
貸
付
金
の
月
額
】

・
１
０
，０
０
０
円
ま
た
は
２
０
，０
０
０
円

【
入
学
支
度
金
】
４
４
，０
０
０
円
（
小
中
学
校
入
学
時
）

【
お
問
い
合
わ
せ
】
県
独
立
行
政
法
人

自
動
車
事
故
対
策
機
構 

沖
縄
支
所

☎
９
１
６
ー
４
８
６
０

　
重
度
障
害
者
（
児
）
福
祉
の
向
上
を
図

る
こ
と
を
目
的
に
手
当
を
支
給
し
ま
す
。

 

特
別
障
害
者
手
当 

【
対
象
】
在
宅
で
20
歳
以
上
の
者
で
あ
っ
て
、

市
民
生
活
課

☎
９
７
３
ー
５
４
８
７

自
動
車
事
故
の
被
害
に
あ
わ
れ
た
方
へ

②
第
３
回
う
る
ま
市
障
が
い
児
フ
ェ
ス
タ

 

『
に
こ
に
こ
（^o^
）キ
ッ
ズ
フ
ェ
ス
タ
』開
催

生活困窮者自立支援制度
について

障
が
い
福
祉
課

☎
９
７
３
ー
５
４
５
２

①  

障
害
者
手
当
（
20
歳
以
上
）・
障
害
児

 

福
祉
手
当
（
20
歳
未
満
）
に
つ
い
て

生活福祉課 ☎９７３－４９８２

　平成 27 年４月１日、生活困窮者自立支援法が施行され、
うるま市でも生活困窮者自立支援制度が始まりました。
この法律は、生活保護受給に至る前の段階で、ご本人が
自立できるよう支援するものです。主に経済的社会的な
自立に向けての相談を受けることができます。
　ご利用には収入や年齢等の要件がありますので、「うる
ま市 就職・生活支援パーソナル・サポ―ト・センタ―」
へご相談ください。

【相談時間】月～金曜日
 （年末年始・慰霊の日・祝祭日を除く）　
 午前８時 45 分～午後４時 45 分
【と こ ろ】健康福祉センタ―うるみん３階
【相談方法】		予約は必要ありませんが、事前に電話にて

連絡をいただけましたら、よりスム―ズに相
談できます。

【お問い合わせ】		うるま市 就職・生活支援パーソナル・
サポート・センター　☎９８９－３９７２


